
 

 

【北区長浦地区】エリアバス×タク スクールライナー便の変更について 

 

１ 経過 

長浦地区において、バス軸とエリアタクシーを組み合わせることで運行の効

率化を図った新しい公共交通システムとして、令和４年１０月から運行を開始

しました。 

 このたび、利便性を高め、さらなる利用促進を図るため、運行計画を変更す

るものです。 

 

２ 変更点 

スクールライナー便の変更（変更日：令和５年１２月１日） 

利用者や地域からの要望があった以下のことについて変更することで利便

性を高め、利用者の増加を図るものです。 

 

  （１）路線の変更（資料１－２ ７ページ参照） 

      昨年度の運行において積雪などにより通行に危険な箇所があった

ことから安全を確保できる路線に変更します。 

  （２）往路の増便（資料１－２ ９ページ参照） 

      利用実績が少なかった往路の１便を令和５年度５月に廃止しまし

たが、利用者からの要望を受け予約が必要なデマンド方式として増

便します。 

  （３）ダイヤの変更（資料１－２ ９ページ参照） 

      路線の変更及び利用者からの要望を受け時刻について変更します。 

（４）通学用定期券額の変更（参考資料１ 参照） 

12～3 月分の定期券に加え、12～1 月分と 2～3月分の定期券を新た

に 販売します。また、定期額や割引率の見直しを行います。 

 

 

〈変更に伴う周知について〉 

   ・時刻表及び案内チラシを沿線自治会に全戸配布（令和５年１１月配布） 

・北区役所だよりへの掲載（令和５年１１月１９日発行号） 

   ・車内でのお知らせ（令和５年１１月から） 

  

資料 １－１ 


